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「規制改革実施計画」（令和５年６月16日閣議決定）（抄）

【人への投資分野】

（４）企業に求められる雇用関係手続の見直し

（６）企業による雇用関係情報の公開に関する方法等の見直し

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期

4
企業に求められる雇用関係手続の
見直し

b 厚生労働省は、雇用保険事務手続について、企業が本社等で
集中的な処理を行う場合に、公共職業安定所への提出について
より効率的な処理が行えるよう、システム改修等必要な措置を
速やかに講ずる。

b：速やかに措置

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期

6
企業による雇用関係情報の公開に
関する方法等の見直し

a 厚生労働省は、女性の活躍推進企業データベース、両立支援
のひろば、職場情報総合サイト（しょくばらぼ）について、企
業による更なる情報公表を促すため、これらの利用者像や利用
実態等を把握し、その結果を企業等に周知するなど必要な措置
を講ずる。

b 厚生労働省は、労働者がより適切に職業選択を行うため、ま
た、企業にとっては円滑な人材確保を図るため、企業に公表を
推奨すべき情報等について検討し、開示の項目や方法を整理し
た職場情報の開示に関するガイドライン（仮称）を策定するな
ど、必要な措置を講ずる。

a：令和５年度結論、結
論を得次第速やかに措
置

b：令和５年度措置



２

【医療・介護・感染症対策分野】

（４）働き方の変化への対応・運営の合理化

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期

18

医療・介護・保
育分野における
人材確保の円滑
化のための有料
職業紹介事業等
の制度の見直し

厚生労働省は、医療、介護（高齢者のみならず、障害者等に対するものを含む。以下本項において同じ。）及び保育分野（以
下「３分野」という。）における人手不足を背景に、３分野の求人者において、職業紹介事業者（以下「紹介事業者」とい
う。）に支払う紹介手数料に対する負担感が強く、また、一部の３分野の事業者において短期間での離職が多いとの指摘がある
ことを踏まえ、既に、「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」の創設、職業紹介事業者、求人
者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等
がその責務等に関して適切に対処するための指針（平成11年労働省告示第141号。以下「指針」という。）の改正によるいわゆる
お祝い金の禁止、都道府県労働局への「『医療･介護･保育』求人者向け特別相談窓口」の設置、ハローワークにおける３分野の
ための人材確保対策コーナーの拡充などを実施してきたものの、依然として３分野の人手不足は深刻であり、また、３分野を扱
う紹介事業者の有料職業紹介業務の質や、紹介手数料やいわゆるお祝い金などに関する問題も引き続き指摘されていることを踏
まえ、次の措置を講ずる。

a 厚生労働省は、３分野を扱う紹介事業者において、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超
えて金銭等を提供することを禁止する指針の規定や紹介事業者がその紹介により就職した者（期間の定めのない労働契約を締結
した者に限る。）に対し２年間の転職の勧奨を禁止するといった指針の遵守が徹底されるよう、３分野の求人者向け特別相談窓
口をより広く周知し、３分野の求人者からの相談を積極的に受け付けるとともに、３分野を扱う紹介事業者への集中的指導監督
を実施する。なお、その際、紹介事業者による指針違反の具体的状況を求人者が把握することは困難であることを踏まえた相談
受付を行うとともに、集中的指導監督に当たっては、紹介事業者の紹介先求人者等に対する調査を含め、より実効性のある調査
手法を活用することとする。

b 厚生労働省は、aの集中的指導監督の効果を把握した上で、必要に応じ所要の措置を検討する。

c 厚生労働省は、求人者が紹介事業者を選択する際の参考となるよう、３分野を扱う紹介事業者により就職した者の離職や紹介
手数料に関する統計データを適切に利活用することにより、実勢手数料の平均値及び分布並びに職種別離職率について、地域
（紹介事業者数に応じて、都道府県又はより広域のエリア）ごと及び職種ごとに、毎年度公表する方向で細部を検討し、結論を
得る。

厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で公開されている紹介事業者ごとの離職状況について、「判明せず（人）」欄に
多数を計上しており、離職率の正確な状況が明らかでない紹介事業者が存在することを踏まえ、当該欄に計上した人数が相当程
度多い紹介事業者に対して、追跡調査を徹底させるとともに、これら離職者数の公表期間を、現行の２年から５年へ延長する。

d 厚生労働省は、求人者が適正な紹介事業者を選択できるよう、「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の
認定制度」について、更なる改善を図るため、３分野の求人者のニーズを踏まえ、６ヶ月以内の離職の場合に相当額の手数料の
返還を行うことを含め、認定基準の追加等について検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

e 厚生労働省は、ハローワークの人材確保対策コーナーを中心に、労働者が定着しない個々の理由に着目した求人者への支援強
化を、関係機関と協力して実施する。また、業界団体と連携したイベントの開催等を積極的に実施するとともに、オンライン上
での求人者・求職者双方の利用を推進する。

ハローワークが求職者支援のみならず求人者に対する支援機能をこれまで以上に発揮するとともに、介護施設等の合理的な
選択を可能とするため、ハローワークごとの職種別の就職実績を毎年度公表する。

a,e：令和５年度
措置

b：令和６年度
検討

c：（前段）令
和５年度検討・
結論、（後段）
令和５年度措置

d：令和５年度
検討・結論、結
論を得次第速や
かに措置

「規制改革実施計画」（令和５年６月16日閣議決定）（抄）
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【共通課題対策分野】

（１）行政手続に関する見直し
ⅱその他の手続
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期

７ 失業認定のオンライン化

a 厚生労働省は、雇用保険制度の失業認定について、４週間に一度全員一
律に公共職業安定所への来所を求めている原則的な取扱いを、デジタル技
術の活用により見直す。

具体的には、令和５年夏から、大規模労働局において以下の取組を実
施する。
・公共職業安定所への出頭が大きな負担となっている者について、既に実
施中の市町村取次の対象者に加え、難病患者、長期療養者、子育て中の
者等についても、オンライン面談による失業認定を可能とする。

・計画的な早期再就職を目指して公共職業安定所の支援を受ける者につい
て、オンラインでの手続のみによる失業認定を可能とする。

b 厚生労働省は、aに記載の取組について、特にオンラインでの手続のみ
による失業認定に係る効果検証を踏まえた上で、諸外国の実態も参考にし
つつ、デジタル技術を活用した雇用保険制度の失業認定関連手続の在り方
について検討し、令和６年６月を目途に結論を得る。

a：令和５年夏から取組を開始
し、速やかに効果検証を行
う

b：令和６年６月を目途に結論
を得る

８
子育てに関する各種申請業務の負
担軽減

a 厚生労働省は、出生時育児休業給付金申請及び育児休業給付金申請にお
いて出生日及び出産予定日の確認のために添付が求められている母子健康
手帳の写しについて、出産予定日については、母子保健法（昭和40年法律
第141号）による妊娠届出に関する情報としてマイナンバー法に基づく情
報連携から情報取得すること、又は地方公共団体の健康管理システムから
情報取得すること、また出生日については、住民基本台帳ネットワークか
ら情報取得すること等の確認方法により添付省略することができないか、
必要に応じてデジタル庁及びこども家庭庁とも連携し、情報連携の環境整
備の状況等を踏まえ、雇用保険システムの改修及びマイナンバー法関係法
令の改正に係る必要な措置も含めて検討を行う。

b 厚生労働省は、育児休業の「パパママ育休プラス」に係る申請において
別途育児休業を取得している配偶者との家族関係を確認するために添付が
求められている住民票の写しの添付省略に向け、関係省庁と連携し、雇用
保険システムの改修及びマイナンバー法関係法令の改正に係る必要な措置
も含めて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

a：令和５年度措置

b：令和６年３月以降措置

「規制改革実施計画」（令和５年６月16日閣議決定）（抄）


